
　農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規
定により農業委員会の許可を受ける必要があります
が、貸した農地が戻ってこないのではないかという不
安から貸し手が消極的になってしまうなど、規模拡大
を希望する農家にとっては、不利に働いてしまうこと
がありました。
　農業経営基盤強化促進法（基盤法）を活用することに
より、農地法の許可を受けずに農地の賃借契約が可能
となり、これにより契約した農地は契約期間満了と共
に、貸借関係が終了し、貸し手に農地が返還されること
となっていますので、貸し手にとっても安心して契約
することができます。
　（公財）佐野市農業公社（ TEL21-5489）では、基盤法を
活用し、こうした貸借関係者の不安を解消すると共に、
農地の集積、集団化を通して規模拡大を進める意欲あ
る農業経営者を支援しています。
※�令和7年4月1日、農業経営基盤強化促進法（基盤法）による利用
権設定に関する契約・更新が廃止となります。

農地の利用権設定（基盤法）
問 農政課� TEL20-3043

　相続などで農地を取得した場合は、農地の所在する
農業委員会に届け出が必要ですので、必ず届け出を
行ってください。

農地の相続などの届出制度
問 農業委員会事務局� TEL20-3059

　農地を耕作目的で売買（貸借）する場合は、農地法第
3条の規定により農業委員会の許可が必要となりま
す。許可を受けるにはいくつかの要件を満たす必要が
ありますので、事前に農業委員会事務局にお問い合わ
せください。

農地の権利移動関係（農地法第3条許可）
問 農業委員会事務局� TEL20-3059

　新しい働き方に対応したテレワークの場として利用
できる民間のコワーキングスペースが市内に設置され
ています。施設詳細は産業政策課にお問い合わせくだ
さい。

民間コワーキングスペースの利用
問 産業政策課� TEL20-3040

　市内で創業しようとされる方に、まちなか活性化ビ
ル「佐野未来館」3階のフロアを本格的に創業する前の
お試しの場（チャレンジショップ）として提供していま
す。ショップAは飲食店専門、ショップB、Cは物品販売
などの目的で利用できます。利用期間は6カ月以内（延
長可）、施設利用料・光熱水費は無料となります。

チャレンジショップの利用
問 産業政策課� TEL20-3040

農地バンクを活用した農地の利用権設定
問 農政課� TEL20-3043

　栃木県農地バンク（（公財）栃木県農業振興公社）を活
用することにより、公的機関が農地の中間的な受け皿
となるため、安心して農地の貸借が可能となります。ま
た、農地の出し手（土地所有者）にとっては、賃料が農地
バンクをとおして確実に支払われ、貸付期間満了後に
農地が確実に戻ること、また、受け手（担い手）にとって
も、農地の集約化による経営の効率化や長期の借り入
れによる安定した営農が可能になる他、賃料の支払い
先は農地バンクとなるため、個別に出し手（土地所有
者）と賃料の精算をする必要がないなど、農地の出し手
（土地所有者）と受け手（担い手）の双方にメリットがあ
ります。
　ただし、活用の際はいくつか要件を満たす必要があ
りますので、詳細につきましては、農政課までご相談く
ださい。

空き店舗等活用にぎわい創出事業補助金
問 産業政策課� TEL20-3040

　中心市街地および田沼・葛生地区の市街地エリアを活
性化させるため、対象区域内の空き店舗・空き家などを
活用して出店する個人事業主や中小企業者等に対して、
その家賃や店舗改装費の一部を補助しています。補助条
件などの詳細は市ホームページをご確認ください。

補助交付額
【家賃】　開店月から24カ月
月額の2分の1の額（上限1月当たり3万円）
【店舗改装費】
補助対象経費の3分の2に相当する額（上限50万円）

届出が必要な場合
相続（遺産分割および包括遺贈を含む）
法人の合併・分割、時効などによる農地などの権利取得
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　農業者年金は、日本農業の担い手である農業者の
方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、
農業者だけが加入できる「農業者のための年金」で、国
民年金（基礎年金）に上乗せした任意加入の公的な年金
制度です。

農業者年金
問 農業委員会事務局  TEL20-3059

　農地の転用とは、農地の利用目的（耕作）を住宅・工用
地や資材置場など農地以外のものに変更することをい
います。
　農地の転用については、許可または届け出が必要と
なります。転用の計画がある場合は、農業委員会事務局
にご相談ください。

農地の転用
問 農業委員会事務局  TEL20-3059

　農地転用許可を受けて農地を農地以外の地目に転用
した場合、不動産登記法により、地目変更の登記を法務
局へ申請しなければなりません。農業委員会が発行す
る転用許可証（指令書）は、地目変更登記をする際、添付
書類として必要となるものですので、大切に保管して
おいてください。
　なお、転用許可を受けても地目変更登記をしないと、
登記簿の地目は農地のままですので、完了後は速やか
に地目変更の登記手続きをしてください。

転用許可を受けられた方へ
（農地転用許可と不動産登記について）

問 農業委員会事務局  TEL20-3059

加入要件
　以下の要件を満たす人は、どなたでも加入すること
ができます。
国民年金の第1号被保険者
年間60日以上農業に従事する方
�20歳以上65歳未満の方（60歳以降に加入できる方
は、国民年金の任意加入者に限ります）

特徴
積立方式で安心した財政運営です。
80歳までの保証がついた終身年金です。

保険料
　保険料は自由に選択できます。月額2万円から6万7
千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自
由に選択できます（35歳未満で一定の要件を満たす方
は、納付下限月額1万円）。

保険料の助成
　認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に
対して、保険料（月額2万円）に政策支援（保険料の国庫
助成）があります。

　佐野農業振興地域整備計画で定められた農用地区域
内の土地を、農用地など以外の用途に供したい場合は、
農用地区域からの除外などの手続きが必要です。
　ただし、一定の要件を満たす場合に限られますので
事前にご相談ください。

受付時期  年3回（5月末、9月末、1月末）

農用地の除外など
問 農政課  TEL20-3043
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　森林を伐採したり、転用したりするときは届け出や
許可が必要です。

森林の伐採や転用について
問 農山村振興課� TEL61-1163

　森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事
後届出が必要です。

届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地
を新たに取得した方は、面積にかかわらず届け出をしな
ければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土
地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。

届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土
地のある市町村の長に届け出をしてください。

届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者と
なった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面
積と共に、土地の用途などを記載します。添付書類とし
て、登記事項証明書（写しも可）または土地売買契約書
など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の
位置を示す図面が必要です。

森林の所有者届出
問 農山村振興課� TEL61-1163

届出の時期
�伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書
を提出する必要があります。
受け付けは90日前からとなります。

記載すべき内容
�森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後
の造林の方法などです。
�森林以外への転用を伴う届け出については、伐採跡
地の用途なども記載いただくこととなります。

�保安林などの伐採� �
（森林法第34条、第34条の2、第44条）

　伐採しようとする森林が森林法第25条または第25
条の2に基づいて指定された保安林および同法第41条
に基づいて指定された保安施設地区の伐採について
は、届け出や許可が必要です。保安林の伐採につきまし
て、詳しくは農山村振興課へお問い合わせください。

1ヘクタールを超える転用
　地域森林計画の対象となっている民有林（保安林、保
安施設地区を除く）における開発行為（土石または樹根
の採掘、開墾その他の形質を変更する行為をいう）で、
面積が1ヘクタール（太陽光発電施設は0.5ヘクタール）
を超える場合は、林地開発許可（知事）が必要です。

届出先
　佐野市内の森林につきましては、農山村振興課へ届
け出ください。

届出を必要とする森林（森林法10条の8）
�地域森林計画対象民有林において立木を伐採する場
合は、伐採および伐採後の造林の届け出が必要です。
伐採しようとしている森林が対象となるかどうか、
詳しくは農山村振興課へお問い合わせください。
�保安林や森林経営計画の認定を受けている森林の場
合は、手続きが異なります。
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